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新
地
駅
前
若
者
定
住
促
進
住
宅
募
集

しんちまち生涯学習フェスティバル2018
　生涯学習フェスティバルは、町で実施している各種教室のほか、公民館・勤労青少年ホームを利
用しているクラブ・団体、地域で活動している自主サークルなど、多くの団体が参加するイベント
です。
　みなさんが参加できる体験コーナーや手作り作品の販売もありますので、お誘い合わせのうえ、
ぜひご来場ください。
場所　農村環境改善センター・保健センター・図書館
【スケジュール】

◎問い合わせ　新地公民館（☎�２０８５）

１月 27 日㊏　９時～ 16 時
　・学習発表会
　　かんちゃん＆どしんミニコンサート（特別出演）
　・各種教室・サークル等の作品展示（～ 28 日）
　・各種教室・生涯学習講座写真展（～ 28 日）
　・手作り作品販売（～ 28 日）

１月 28 日㊐　９時～ 15 時
　・体験コーナー
　・復興支援カフェ「かりんとう」
　・各種教室・クラブ等の作品・写真展示
　・手作りケーキ、豆乳スープ配布

　

中
島
地
区
に
町
外
か
ら
移
住
、
定
住
者

を
対
象
と
し
た
新
地
駅
前
若
者
定
住
促
進

住
宅
入
居
者
の
募
集
を
開
始
し
ま
す
。

入
居
資
格

●
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

　

す
る
配
偶
者
と
小
学
生
以
下
の
子
供
で

　

あ
る
こ
と
。

●
町
外
在
住
者
（
配
偶
者
の
一
方
が
町
外

　

在
住
者
で
あ
る
場
合
も
含
む
）
で
、
町

　

内
に
定
住
を
希
望
し
、
か
つ
居
住
す
る

　

た
め
の
住
宅
を
必
要
と
し
て
い
る
者
で

　

あ
る
こ
と
。

●
夫
婦
の
合
計
年
齢
が
入
居
申
込
み
時
点

　

で
80
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

●
収
入
基
準
は
世
帯
の
前
年
の
総
所
得
額

　

を
月
額
に
換
算
し
、
15
万
８
千
円
を
超

　

え
て
い
る
こ
と
。

●
過
去
に
定
住
促
進
住
宅
及
び
町
営
住
宅

　

に
入
居
し
て
い
た
者
に
あ
っ
て
は
、
未

　

納
の
家
賃
等
債
務
が
な
い
こ
と
。

●
過
去
に
不
法
行
為
等
に
よ
り
公
営
住
宅

　

を
退
去
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

●
納
期
の
到
来
し
て
い
る
市
町
村
税
等
を

　

完
納
し
て
い
る
こ
と
。

●
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

募
集
期
間
　
２
月
１
日
㈭
～
２
月
28
日
㈬

申
込
方
法

若
者
定
住
促
進
住
宅
入
居
申
込
書
に
関
係

書
類
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
（
☎
�
２
１
１
３
）

募集住宅の概要
名称 新地駅前若者定住促進住宅

募集戸数 ８戸

構造 木造２階建

間取り ２ＬＤ K

家賃 ５０，０００円／月

駐車場 １台１，５００円／月
※２台まで

敷金
※２か月の家賃に相当する金額

（入居時）

連帯

保証人

入居される方と同程度以上の収
入を有する方　２名

（ただし、事業主が連帯保証人
となる場合は１名でも可）

助成金

若 者 定 住 促 進 住 宅 助 成 金
１０，０００円

（小学生以下の子供を養育して
いる世帯で、家賃を完納してい
る世帯に支給）

その他

・ペット（犬、ネコ、鳥類等）
の飼育はできません。
・自治会の諸活動に対しては積
極的にご協力をお願いします。
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教
育
委
員
会

　
臨
時
職
員
登
録
者
募
集

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
と

お
り
臨
時
職
員
の
登
録
者
を
募
集

し
ま
す
。

【
臨
時
調
理
員
】

募
集
人
員　

若
干
名

応
募
資
格　

調
理
師
又
は
栄
養
士

の
資
格
を
有
す
る
方
。（
平
成
30

年
３
月
末
日
ま
で
に
資
格
取
得
見

込
み
の
方
を
含
む
）

勤
務
時
間
　
８
時
～
16
時
30
分

賃
金　

６
，
７
０
０
円
／
日

勤
務
場
所　

町
内
小
中
学
校

【
臨
時
用
務
員
】

募
集
人
員　

若
干
名

応
募
資
格　

普
通
自
動
車
第
１
種

免
許
を
有
す
る
方
。

勤
務
時
間　

８
時
～
16
時
30
分

賃
金　

７
，
０
０
０
円
～
／
日

勤
務
場
所　

町
内
小
中
学
校

【
学
習
支
援
員
・
介
助
員
】

募
集
人
員　

若
干
名

応
募
資
格

・
学
習
支
援
員　

養
護
教
諭
ま
た

は
小
学
校
、
中
学
校
教
諭
の
資
格

　
保
育
所
・
児
童
ク
ラ
ブ

　
臨
時
職
員
登
録
者
募
集

　

町
で
は
、保
育
所
の
臨
時
職
員
、

児
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員
の
登
録
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

【
保
育
所
臨
時
職
員
】

応
募
資
格

・
臨
時
保
育
士

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方
（
平

成
30
年
３
月
末
日
ま
で
に
資
格
取

得
見
込
み
の
方
を
含
む
）

賃
金　

８
，
０
０
０
円
／
日

・
保
育
補
助
員

資
格
は
問
い
ま
せ
ん
。

賃
金　

６
，
５
０
０
円
／
日

勤
務
場
所　

町
内
各
保
育
所

募
集
人
員　

若
干
名

【
児
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員
】

応
募
資
格

・
指
導
員

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
ま
た
は
学

校
教
員
の
資
格
を
有
す
る
方
（
平

成
30
年
３
月
末
日
ま
で
に
資
格
取

得
見
込
み
の
方
を
含
む
）

賃
金　

９
２
０
円
／
時
間

・
補
助
員

資
格
は
問
い
ま
せ
ん
。

賃
金　

８
２
０
円
／
時
間

勤
務
日

月
曜
～
土
曜
日
の
う
ち
５
日
以
内

勤
務
時
間　

平
日　

13
時
～
18
時

土
曜
日
・
学
校
休
校
日　

８
時
～

13
時
／
13
時
～
18
時

勤
務
場
所　

町
内
各
児
童
ク
ラ
ブ

募
集
人
員　

若
干
名

◆
共
通
事
項

登
録
期
間

平
成
30
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　

平
成
31
年
３
月
末
日

雇
用
期
間

６
か
月
以
内
（
た
だ
し
、
こ
の
期

間
を
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
）

登
録
・
選
考
方
法

書
類
審
査
に
よ
り
登
録
し
、
雇
用

の
際
に
勤
務
日
・
場
所
等
を
相
談

し
ま
す
。

受
付
期
間

１
月
19
日
㈮
～
２
月
１
日
㈭

申
込
手
続

総
務
課
で
交
付
す
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
役
場
総
務

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
に
よ
り
申
込
用
紙
を
請
求

す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
○

○
登
録
申
込
用
紙
請
求
」
と
朱
書

き
し
、
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た

宛
名
明
記
の
定
形
返
信
用
封
筒
を

必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

総
務
課
（
�
２
１
１
１
）

を
有
す
る
方

・
学
習
支
援
補
助
員　

学
習
支
援

や
特
別
支
援
を
援
助
で
き
る
方

・
介
助
員　

肢
体
不
自
由
児
童
を

介
助
で
き
る
方

勤
務
時
間
　
８
時
～
15
時

（
学
習
支
援
員
・
補
助
員
は
週
４

日
、
介
助
員
は
週
５
日
）

賃
金

学
習
支
援
員

　
　
　
　

２
，
０
０
０
円
／
時
間

学
習
支
援
補
助
員

　
　
　
　

１
，
５
０
０
円
／
時
間

介
助
員　

１
，
５
０
０
円
／
時
間

勤
務
場
所　

町
内
各
小
中
学
校

【
総
合
体
育
館
管
理
人
】

募
集
人
員　

若
干
名

応
募
資
格　

パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が

で
き
、
普
通
自
動
車
第
１
種
免
許

を
有
す
る
方

業
務
内
容　

施
設
の
貸
出
及
び
窓

口
業
務
等
の
施
設
管
理

勤
務
日　

主
に
火
曜
か
ら
日
曜

で
、
日
中
・
夜
間
の
交
替
勤
務

賃
金
　
６
，
５
０
０
円
／
日

勤
務
場
所　

総
合
体
育
館

【
総
合
公
園
他
管
理
人
】

募
集
人
員　

１
名
程
度

応
募
資
格　

普
通
自
動
車
第
１
種

免
許
を
有
す
る
方
。

業
務
内
容

①
総
合
公
園
施
設
の
清
掃
、
草
刈

り
等
整
備
・
保
全
管
理

②
町
公
共
施
設
の
草
刈
り
等
の
整

備勤
務
日　

火
曜
～
日
曜
の
う
ち
後

日
相
談
し
ま
す
。

勤
務
時
間

８
時
30
分
～
17
時
30
分

賃
金　

６
，
５
０
０
円
／
日

勤
務
場
所

総
合
公
園
他
公
共
施
設

◆
共
通
事
項

登
録
期
間

平
成
30
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　

平
成
31
年
３
月
末
日

雇
用
期
間　

６
か
月
以
内
（
た
だ

し
、
こ
の
期
間
を
更
新
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）

登
録
・
選
考
方
法

書
類
審
査
に
よ
り
登
録
し
、
雇
用

の
際
に
勤
務
日
・
場
所
等
を
相
談

し
ま
す
。

受
付
期
間

１
月
22
日
㈪
～
２
月
14
日
㈬

申
込
手
続　

履
歴
書
を
町
教
育
委

員
会
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
教
育
委
員
会
（
☎ 

４
４
７
７
）
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　「
多
重
債
務
相
談
窓
口
」
の

　
　
　
　
　
　
　   

ご
案
内

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で

は
、
借
金
で
お
悩
み
の
方
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
借
金
問

　
社
会
福
祉
協
議
会

　
弁
護
士
無
料
相
談
所

　

生
計
、
相
続
、
借
金
等
で
お
悩

み
の
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　

２
月
13
日
㈫

　
　
　

13
時
～
15
時

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー
内

申
込
期
限　

２
月
８
日
㈭

担
当
弁
護
士
　
ブ
レ
イ
ン
ハ
ー
ト

法
律
事
務
所
相
馬
オ
フ
ィ
ス

髙
橋 

俊
樹 

弁
護
士

※
都
合
に
よ
り
担
当
弁
護
士
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

町
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
�
４
２
１
３
）

　
一
戸
一
灯
運
動
～
地
域
の

　
安
全
は
玄
関
の
灯
り
か
ら
～

　
「
一
戸
一
灯
運
動
」
と
は
、
地

域
社
会
が
連
携
し
、
夜
間
、
家
庭

や
会
社
の
玄
関
灯
・
門
灯
を
点
灯

さ
せ
て
街
全
体
を
明
る
く
し
、
犯

罪
の
発
生
し
に
く
い
環
境
を
つ
く

る
運
動
で
す
。

　

各
家
庭
や
会
社
で
の
ご
理
解
ご

協
力
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
暗
が
り
で
発
生
す
る
事
件
・
犯

罪
を
防
止
し
ま
す
。

○
夜
間
、
通
行
す
る
人
の
安
心
に

役
立
ち
ま
す
。

○
盗
難
・
い
た
ず
ら
を
防
止
し
ま

す
。

○
不
審
者
の
接
近
を
早
期
に
発
見

し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
６
）

　「
出
前
講
座
」
の
ご
案
内

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で

は
、
小
学
生
か
ら
高
齢
者
の
皆
様

に
向
け
、
金
融
や
国
の
財
政
な
ど

を
テ
ー
マ
に
出
前
講
座
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、

個人版私的整理ガイドラインのご案内

　東日本大震災により被害を受けられた皆様へお知らせで
す。
　「個人版私的整理ガイドライン」を利用することにより、
震災前からの住宅ローンなどが免除されます。
※債務の免除には、一定の要件を満たす必要があります。

○利用するメリットとして
（１）生活再建に必要な資産（５００万円上限・義援金等）
　　　は手元に残せます。
（２）弁護士などの登録専門家が手続きをサポートします。
　　　また、国の補助により弁護士費用はかかりません。
（３）債務整理したことは個人信用情報として登録されませ
　　　ん。
◎問い合わせ
　一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会
　・コールセンター　（☎０１２０－３８０－８８３）
　・福島支部　（☎０２４－５２６－０２８１）
　　　　　　　　　　　（受付時間：平日９時～１７時）

題
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
解
決
で

き
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

相
談
窓
口

福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課

受
付
時
間
　
※
原
則
と
し
て

平
日　

８
時
30
分
～
12
時

　
　
　

13
時
～
16
時
30
分

◎
相
談
・
問
い
合
わ
せ

多
重
債
務
相
談
窓
口
専
用

（
☎
０
２
４
―
５
３
３
―
０
０
６
４
）

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
財
務
事
務
所　

総
務
課

（
☎
０
２
４
―
５
３
５
―
０
３
０
１
）

　
自
動
車
の
登
録
・
検
査
の

　
手
続
き
は
お
早
め
に

　

毎
年
、
年
度
末
の
３
月
期
は
自

動
車
の
登
録
・
検
査
の
申
請
で
多

く
の
方
が
訪
れ
、
窓
口
や
車
検
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
名
義
変
更
や
住
所

変
更
、
廃
車
、
車
検
な
ど
の
手
続

き
に
何
時
間
も
か
か
る
こ
と
も
あ

り
、
申
請
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
手
続
き
等
を
お

考
え
の
方
は
、
２
月
中
に
行
う
な

ど
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
済
ま
せ

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

東
北
運
輸
局
福
島
運
輸
支
局

登
録
・
検
査
関
係

（
☎
０
５
０
｜
５
５
４
０
｜
２
０
１
５
）

　
要
介
護
認
定
を

　
受
け
た
方
の
税
の

　
障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　

本
人
、
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

族
の
方
が
、
介
護
保
険
に
お
い
て

「
要
介
護
１
以
上
」
の
要
介
護
認

定
を
受
け
た
場
合
、
障
害
者
手
帳

を
持
っ
て
い
な
く
て
も
所
得
税
、

町
県
民
税
に
つ
い
て
障
害
者
控

除
、
特
別
障
害
者
控
除
の
い
ず
れ

か
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
が

必
要
な
方
は
、
印
鑑
持
参
の
上
、

健
康
福
祉
課
で
認
定
書
の
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
障
害
者
手
帳

等
の
交
付
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方

は
、認
定
書
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
（
☎
�
２
９
３
１
）



休日在宅当番歯科医
 ４日㈰　菅野歯科医院

（相馬市）☎㊱１５２５

11日㈰　板倉歯科医院

（原町区）☎㉓２４６２

12日㈪　黒沢歯科医院

（相馬市）☎㊱１４１４

1８日㈰　沖田歯科クリニック

（原町区）☎㉓０３０３

25日㈰　斉藤歯科医院

（相馬市）☎㊱２６２５

 診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医
 ４日㈰　ふなばし内科クリニック

（相馬市）☎㉟１５００

11日㈰　早川医院

（相馬市）☎㊲３５００

12日㈪　羽根田医院

（相馬市）☎㉟２９７０

1８日㈰　あらき産婦人科クリニック

（相馬市）☎㉟０３０３

25日㈰　相馬中央病院

（相馬市）☎㊱６６１１

 診療時間　９時～16時

無料法律相談所
　町では、次のとおり弁護士および司法書士に

よる無料法律相談所を開設します。

開設日（２月）
①司法書士による相談　 ２月 13 日㈫

②弁護士による相談　　 ２月 20 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
２月 13 日㈫・20 日㈫ 10 時～ 15 時　保健センター

２月

交通事故相談
２月１日㈭　９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
２月 13 日㈫　10 時～ 15 時　保健センター

新地町都市マスタープラン（案）の
縦覧のお知らせ

縦覧期間　１月２３日㈫～２月６日㈫

（８時30分～17時15分まで、土日も含む）

縦覧場所　新地町役場２階都市計画課

（土日は町民課窓口）

その他　計画案に対して意見がある場合は、縦

覧期間内に意見書を提出することができます。

◎問い合わせ　都市計画課　（☎�２１１３）

自衛官候補生募集
　防衛省・自衛隊では次の通り自衛官候補生を
募集します。
応募資格　18歳以上27歳未満
試験日時　２月９日㈮（受付締切２月２日㈮）
　　　　　２月18日㈰（受付締切２月13日㈫）
　　　　　３月11日㈰（受付締切３月５日㈪）
試験会場　陸上自衛隊郡山駐屯地
　　　　 （郡山市大槻町字長右ヱ門林１）
入隊時期　３月下旬から４月上旬

◎問い合わせ
自衛隊福島地方協力本部　相双地域事務所
（☎㉓４７１２）

採用説明会
　日時　１月26日㈮９時30分～12時
　　　　１月29日㈪13時30分～16時
　場所　ハローワーク相馬　会議室

Ｎｅｗスポーツ
「キンボール教室」開催！

日 時　２月10日㈯　10時～12時
場 所　新地小学校体育館
参 加 費　無料
申込期限　２月２日㈮
対 象　小学生以上
※ジャージ等動きやすい服装・上履き持参でご
参加ください。
講 師　齋藤 大介 氏
（福島県キンボールスポーツ連盟理事長）

◎申し込み・問い合わせ
新地公民館（☎�２０８５）


